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議第 38号

専決処分の承認を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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専決処分の承認を求めることについて

本市は、草津市税条例の一部を改正する条例について緊急に執行する必要があり、議会を招集

する時間的余裕がなかつたので、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規

定により専第 1号で専決処分したから、同条第 3項の規定に基づき、議会に報告し、その承認を

求める。
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専第 1号

草津市税条例の一部を改正する条例の制定について              ,

草津市税条例の一部を改正する条例を早急に制定する必要が生じたので、地方自治法 (昭和 2

2年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。

令和 4年 3月 31日

草津市長 橋 川  渉
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草津市税条例の一部を改正する条例

草津市税条例 (昭和45年草津市条例第 9号)の一部を次のように改正する。

第 34条の 8第 1項第 1号オ中「(所得税法施行令の一部を改正する政令 (平成 20年政令第

155号)附則第 13条第 2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税

法施行令第 217条第 1項第 2号および第 3号に規定する民法法人を含む。)」 を削る。

第 48条第 9項中「第 321条の 8第 60項」を「第 321条の8第 62項」に、「同条第6

0項」を「同条第 62項」に改め、同条第 15項中「第 321条の8第 69項」を「第 321条

の 8第 71項」に改める。

付則第 4条の 3の 2第 1項中「令和 15年度」を「令和 20年度」に、「令和 3年」を「令和 7

年」に改める。

付則第 7条の 2第 2項中「4分の 3」 を「5分の 4」 に改め、同条第 3項中「附則第 15条第

16項」を「附則第 15条第 15項」に改め、同条第 4項中「附則第 15条第 23項」を「附則

第 15条第 22項」に改め、同条第 5項中「附則第 15条第 24項第 1号」を「附則第 15条第

23項第 1号」に改め、同条第 6項中「附則第 15条第 24項第 2号」を「附則第 15条第 23

項第 2号」に改め、同条第 7項中「附則第 15条第 24項第 3号」を「附則第 15条第 23項第

3号」に改め、同条第 8項中「附則第 15条第 25項第 1号」を「附則第 15条第 24項第 1号」

に改め、同条第 9項中「附則第 15条第 25項第 2号」を「附則第 15条第 24項第 2号」に改

め、同条第 10項中「附則第 15条第 27項第 1号イ」を「附則第 15条第 26項第 1号イ」に

改め、同条第 11項中「附則第 15条第 27項第 1号口」を「附則第 15条第 26項第 1号口」

に改め、同条第 12項中「附貝1第 15条第 27項第 1号ハ」を「附則第 15条第 26項第 1号ハ」

に改め、同条第 13項中「附則第 15条第 27項第 1号二」を「附則第 15条第 26項第 1号二」

に改め、同条第 14項中「附則第 15条第 27項第 2号イ」を「附則第 15条第 26項第 2号イ」

に改め、同条第 15項中「附則第 15条第 27項第 2号口」を「附則第 15条第 26項第 2号口」

に改め、同条第 16項中「附則第 15条第 27項第 2号ハ」を「附則第 15条第 26項第 2号ハ」

に改め、同条第 17項中「附則第 15条第 27項第 3号イ」を「附則第 15条第 26項第 3号イ」

に改め、同条第 18項中「附則第 15条第 27項第 3号口」を「附則第 15条第 26項第 3号口」

に改め、同条第 19項中「附則第 15条第 27項第 3号ハ」を「附貝1第 15条第 26項第 3号ハ」

に改め、同条第 20項中「附則第 15条第 30項」を「附則第 15条第 29項」に改め、同条第

21項中 「附則第 15条第 34項」を「附則第 15条第 33項」に改め、同条第 22項中「附則
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第 15条第 35項」を「附則第 15条第 34項」に改め、同条第 23項中「附則第 15条第42

項」を「附則第 15条第 39項」に改め、同条第 24項中 「附則第 15条第46項」を「附則第

15条第 43項」に改め、同条中第 26項を第 27項 とし、第 25項を第 26項とし、第 24項

の次に次の 1項を加える。

25 固定資産税に係る法附則第 15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分

の 3と する。                    ィ

付則第 7条の 3第 9項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱損失防止

改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修

工事等」に改め、同条第 11項中 「特定熱損失防止改修住宅または」を「特定熱損失防止改修等

住宅または」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」

に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。

付則第 9条第 1項中「100分の 5」 の右に「(商業地等に係る令和 4年度分の固定資産税にあ

つては、 100分 の 2.5)」 を加える。

付則第 14条の2(見出しを含む。)中 「附則第 15条第 16項」を「附則第 15条第 15項」

に改める。

付則第 14条の3(見出しを含む。)中 「附則第 15条第 34項」を「附則第 15条第 38項」

に改める。

付則第 14条の4(見出しを含む。)中 「附則第 15条第 35項」を「附則第 15条第 34項」

に改める。

付則第 14条の5(見出しを含む。)中 「附則第 15条第 42項」を「附則第 15条第 39項」

に改め、同条の次に次の 1条を加える。

(都市計画税に係る法附則第 15条第 44項の条例で定める割合)

第 14条の6 都市計画税に係る法附則第 15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合

は、4分の 3とする。

付則第 15条の 2中 「100分の 5」 の右に「 (商業地等に係る令和 4年度分の都市計画税に

あつては、 100分 の2.5)」 を加える。

付則第 28条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削る⑤

付則第 29条を次のように改める。

(用 途変更宅地等に係る固定資産税および都市計画税の特例)
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第 29条 地方税法等の一部を改正する法律 (令和 3年法律第 7号)附則第 14条第 1項の規定

により、同項に規定する各年度分の固定資産税および者h市計画税については、法附則第 18条

の 3(法附則第 21条の 2第 2項において準用する場合を含む。)および第 25条の3(法附

則第 27条の4の 2第 2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法附

則第 18条の 3の規定を適用しないこととする。

付 則

(施行期 日)

第 1条 この条例は、令和 4年 4月 1日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

(1)草津市税条例付則第 4条の 3の 2第 1項の改正規定 令和 5年 1月 1日

(2)草津市税条例付則第 29条の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律 (令和 3年法律

第 7号)の施行の日

(固定資産税に関する経過措置)

第 2条 丹町段の定めがあるものを除き、改正後の草津市税条例 (以下「新条例」という。)の規定

中固定資産税に関する部分 (第 29条の改正規定を除く。)は、令和 4年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和 8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和 2年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 までの間に取得された地方税法等の一部を改正す

る法律 (令和 4年法律第 1号)第 1条の規定による改正前の地方税法附則第 15条第 2項に規

定する施設または設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第 3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分 (第 29条の改正規定を除く。)は、令和 4年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、令和 3年度分までの都市計画税については、なお

従前の例による。
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議第 39号

専決処分の承認を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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専決処分の承認を求めることについて

本市は、草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について緊急に執行する必要があり、

議会を招集する時間的余裕がなかったので、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条

第 1項の規定により専第 2号で専決処分したから、同条第 3項の規定に基づき、議会に報告し、

その承認を求める。
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専第 2号

草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を早急に制定する必要が生じたので、地方自

治法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。

令不日4年 3月 31日

草津市長 橋 川  渉
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草津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

草津市国民健康保険税条例 (昭和 80年草津市条例第 26号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 2項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第 3項ただし書中「19万

円」を「20万円」に改める。

第 17条第 1項各号列記以外の部分中「63万円」を「65万円」に、 「19万円」を「20

万円」に改める。

付則第 3項中「同条中」を「同項中」に改める。

付 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 4年 4月 1日 から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津市国民健康保険税条例の規定は、令和 4年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用 し、令和 3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。
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議第42号

草津市税条例等の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令不日4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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草津市税条例等の一部を改正する条例

(草津市税条例の一部改正)

第 1条 草津市税条例 (昭和 45年草津市条例第 9号)の一部を次のように改正する。

第 18条の4第 1項中「交付」の右に「 (法第 382条の4に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の」を加える。

第 38条第4項を次のように改める。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書に特定配

当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該

特定配当等に係る所得の金額については、適用 しない。

第 38条第 6項を次のように改める。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書に特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があ

るときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用 しない。

第 34条の 10第 1項中「特定配当等申告書」および 「特定株式等譲渡所得金額申告書」を

「確定申告書」に改め、同条第 2項中「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確定申告書

に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改める。

第 36条の2第 1項ただし書中「所得税法第 2条第 1項第 33号の 4に規定する源泉控除対

象配偶者」を「所得割の納税義務者 (前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。.)

の法第 314条の 2第 1項第 10号の 2に規定する自己と生計を―にする配偶者 (前年の合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、

同条第 2項中「第 2条第 4項ただし書」を「第 2条第 3項ただし書」に改める。

第 36条の3の 2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第 1

項中第 3号を第 4号とし、第 2号を第 3号とし、第 1号の次に次の 1号を加える。

(2)所得割の納税義務者 (合計所得金額が 1, 000万円以下であるものに限る。)の 自

己と生計を―にする配偶者 (法第 318条第 3項に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるものおよび同条第 4項に規定する事業専従者に

該当するものを除き、合計所得金額が 138万円以下であるものに限る。次条第 1項にお

いて同じ。)の氏名

第 36条の 3の 3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第 1
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項各号列記以外の部分中「あつて、」の右に「特定配偶者 (所得割の納税義務者 (合計所得金

額が 900万円以下であるものに限る。)の 自己と生計を―にする配偶者 (退職手当等 (第 5

3条の 2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者で

あつて、合計所得金額が 95万円以下であるものに限る。)をいう。第 2号において同じ。)

または」を、「控除対象扶養親族」の右に「であつて退職手章等に係る所得を有しない者」を

加え、同項中第 3号を第 4号とし、第 2号を第 3号 とし、第 1号の次に次の 1号を加える。

(2)特定配偶者の氏名

第 53条の 7中 「第 2条第 4項ただし書」を「第 2条第 3項ただし書」に改める。

付則第 18条の 3第 2項を次のように改める。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第 8条の4第 2項に規定する特定上場株式等の配当等

(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配

当所得につき同条第 1項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する◎

付則第 21条の 2第 3項中「、第 37条の 8または第 37条の 9」 を「または第 87条の 8」

に改める。

付則第 24条の 2第 4項を次のように改める。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第 36条の3

第 1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があると

きに限り、適用する。

付則第 24条の 3第 4項を次のように改める。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第 36条の3

第 1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があると

きに限り、適用する。

付則第 24条の 3第 6項中「年の翌年の4月 1日 の属する年度分の」を「年分の所得税に係

る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「 (条約適用配

章等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。)」 を削る。

(草津市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第 2条 草津市税条例の一部を改正する条例 (令和 8年草津市条例第 14号)の一部を次のよう
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に改正する。

第 36条の 3の 3第 1項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢 16歳未満の者」

を「扶養親族 (」 の右に「年齢 16歳未満の者または」を加え、「有しない者を除く」を「有

する者」に改める。

付則第 2条第 2項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第 24条第 2項および第 3

6条の 3の 3第 1項ならびに付則第 2条の 5第 1項の規定」に改める。

付 則

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 5年 1月 1日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

(1)第 1条中草津市税条例第 33条第4項および第 6項、第 34条の 10第 1項および第 2項、

第 36条の 2第 1項ただし書および第 2項ならびに第 58条の 7の改正規定ならびに同条例

付則第 13条の 3第 2項、第 24条の 2第 4項ならびに第 24条の 3第 4項および第 6項の

改正規定ならびに第 2条 (草津市税条例の一部を改正する条例 (令和 3年草津市条例第 14

号)付則第 2条第 2項の改正規定に限る。)の規定ならびに付則第 3条第 3項の規定 令和6

年 1月 1日

(2)第 1条中草津市税条例第 18条の4第 1項の改正規定および次条の規定 民法等の一部

を改正する法律 (令和 8年法律第 24号)附則第 1条第 2号に掲げる規定の施行の日

(納税証明書に関する経過措置)

第 2条 第 1条の規定による改正後の草津市税条例 (以下「新条例」という。)第 18条の4第

1項 (地方税法 (昭和 25年法律第 226号 )第 382条の4に係る部分に限る。)の規定は、

前条第 2号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第 20条の 10の規定による証明書の交

付について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第 3条 新条例第 86条の 3の 2第 1項の規定は、この条例の施行の日 (以下この項および次項

において「施行 日」という。)以後に支払を受けるべき新条例第 86条の 3の 2第 1項に規定す

る給与について提出する同項および同条第 2項に規定する申告書について適用 し、施行 日前に

支払を受けるべき第 1条の規定による改正前の草津市税条例 (次項において「十日条例」という。)

第 36条の 3の 2第 1項に規定する給与について提出した同項および同条第 2項に規定する申
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告書については、なお従前の例による。

2 新条例第 36条の 3の 3第 1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法 (昭和 4

0年法律第 38号)第 203条の 6第 1項に規定する公的年金等 (同法第 203条の 7の規定

の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新

条例第 36条の 3の 3第 1項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき

公的年金等について提出した旧条例第 36条の 3の 3第 1項に規定する申告書については、な

お従前の例による。

3 付則第 1条第 1号に掲げる規定による改正後の草津市税条例の規定中個人の市民税に関する

部分は、令和 6年度以後の年度分の個人の市民税について適用 し、令和 5年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。
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議第43号

草津市手数料条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令不日4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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草津市手数料条例の一部を改正する条例

草津市手数料条例 (昭和 58年草津市条例第 4号)の一部を次のように改正する。

別表第 14項第40号中 「法第 85条第 5項」を「法第 85条第 6項」に改め、同項第40号

の 2中 「法第 85条第 6項」を「法第 85条第 7項」に改め、同項第 51号の 3中 「法第 87条

の 3第 5項」を「法第 87条の 3第 6項」に改め、同項第 51号の4中 「法第 87条の 3第 6項」

を 「法第 87条の 3第 7項」に改める。

別表第41項第 1号中「長期優良住宅建築等計画」の右に「または長期優良住宅維持保全計画」

を加え、同号ア (ア)および (イ )中 「建築 しようとする住宅」を「認定を受けようとする住宅」に、

「増築または改築」を「新築以外」に改め、同項第 2号中「長期優良住宅建築等計画」の右に「ま

たは長期優良住宅維持保全計画」を加え、「法第 5条第 6項第 4号イもしくは口または第 5号イも

しくは口」を「法第 5条第 8項第 4号イもしくは口、第 5号イもしくは口または第 6号イもしく

は口」に、「増築または改築」を「新築以外」に改める。

付 則

この条例は、令和 4年 10月 1日 から施行する。ただし、別表第 14項の改正規定は、公布の

日から施行する。
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議第44号

草津市医療費特別助成条例および草津市老人福祉医療費特別助成条例の一部を改正する条

例案

上記の議案を提出する。

令不日4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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草津市医療費特別助成条例および草津市老人福祉医療費特別助成条例の一部を改

正する条例

(草津市医療費特別助成条例の一部改正)

第 1条 草津市医療費特別助成条例 (昭和 53年草津市条例第 38号)の一部を次のように改正

する。

第 2条第 7号イを次のように改める。

イ 70歳 に達する日の翌日の属する月の翌月 (そ の日が月の初日であるときは、その日

の属する月)か ら75歳に達する日までの間にある者

第 3条第 2項第 3号ア中「第 74条第 1項第 2号」の右に「に掲げる場合に該当するものと

して同項」を加え、同号イ中「第 67条第 1項」を「第 67条第 1項第 1号に掲げる場合に該

当するものとして同項」に改める。

(草津市老人福祉医療費特別助成条例の一部改正)

第 2条 草津市老人福祉医療費特別助成条例 (昭和 57年草津市条例第 39号)の一部を次のよ

うに改正する。

第 2条第 1号イを次のように改める。

イ 70歳 に達する日の翌日の属する月の翌月 (そ の日が月の初日であるときは、その日

の属する月)か ら75歳に達する日までの間にある者

第 3条第 1項各号列記以外の部分中「 (以下 「被保険者等負担額」という。)」 を削り、同

項第 1号中「第 74条第 1項第 2号」の右に 「に掲げる場合に該当するものとして同項」を加

え、同項第 2号中「第 67条第 1項」を「第 67条第 1項第 1号に掲げる場合に該当するもの

として同項」に改める。

付 則

この条例は、令和 4年 10月 1日 から施行する。
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議第45号

草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

令和 4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (令和 8年草津市条例第 21号 )

の一部を次のように改正する。

別表第 1に次のように加える。

北山田五条・山田地区

整備計画区域

都市計画法第 20条第 1項の規定により告示された大津湖

南都市計画北山田五条・山田地区計画において地区整備計画
が定められている区域

別表第 2中 「下物町地区整備計画区域」を「1 下物町地区整備計画区域」に改め、同表に次

のように力日える。

2 北山田五条・山田地区整備計画区域

制限の項 目 制限の内容

地区の名称 生活拠点地区 戸建住宅地区

建築物の用

途の制限

1 次に掲げる建築物はヽ建築しては

ならない。ただし、住宅で第 2号に

掲げる医療施設、商業施設および福

祉施設の用途のみを兼ねるもの (そ

の居住の用に供する部分の面積が延
べ面積の 2分の 1以 下のものに限

る。)であり、かつ、市長が当該区域

にその立地を誘導すべき集落福利等

施設としてやむを得ないと認めて許

可したものについては、この限りで

ない6

(1)法別表第 2(ほ )項に掲げる

建築物

(2)地域再生法第 17条の 17第
3項第 2号に規定する集落福利等

施設のうち公共施設、医療施設、

商業施設および福祉施設以外の建

築物

2 前項ただし書において、市長は、

あらかじめ、草津市者卜市計画審議会

条例に規定する草津市都市計画審議

会に諮問しなければならない。

法別表第 2(は)項に掲げる建築物

は、建築することができる。ただし、

長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿

は除く。また、店舎市については都市

計画法第 34条第 1号に該当する

ものに限る。

建築物の容

積率の最高

限度

10分の 20 10分の 10

建築物の建

蔽率の最高

限度

10分の 6 10分の 6

建築物の敷 500平方メ・―トル
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壁面の位置
の制限

建築物の外壁またはこれに代わる柱の

面から道路境界線または隣地境界線ま

での距離は、 2メ ー トル以上とする。

建築物の外壁またはこれに代わる

柱の面から道路境界線または隣地

境界線までの星巨離は、1メ ー トルメ
上とする。

建築物の高

さの最高限

度

13メ ー トル 13メ ー トル

地面積の最 ただし、法別表第 2(い)項第 9号お

よび (は)項第 7号に掲げる建築物に
ついては、200平方メー トル

低限度

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(草津市手数料条例の一部改正)

2 草津市手数料条例 (昭和 53年草津市条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表第 14項に次の 1号を加える。

(58)草津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例別表第 2第 2項の建築物

の用途の制限の項生活拠点地区の欄ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対す

る審査

建築物の用途の制限の許可申請手数料 1件につき160, 000円
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議第46号

土地区画整理事業の実施に伴 う町および字の区域および名称の変更につき議決を求めるこ

とについて

上記の議案を提出する。

令不日4年 6月 6日

草津市長 橋 川  渉
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土地区画整理事業の実施に伴 う町および字の区域および名称の変更につき議決を求

めることについて

土地区画整理法 (昭和 29年法律第 119号)に よる土地区画整理事業 (大津湖南都市計画南

草津プリムタウン土地区画整理事業)の実施に伴い、本市区域内の町および字の区域および名称

を次のとおり変更することにつき、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 260条第 1項の

規定に基づき、議会の議決を求める。

日己

変 更 調 書

南草津プリムタウン

ー丁目

野路町

榊 差 1239、 1239の 1か ら1239の
7ま で、 1240の 3の一部、 1240
の 5、 1241の 1か ら1241の 6ま
で 、 1242の 1、  1242の 2、  12
46の 1、 1246の 4、 1247の 2、

1253の 1から1253の 4ま で、 1
254の 1から1254の 3まで、 12
55の 1から1255の 15まで、 12
56の 1、 1256の 2の一部、 125
6の 3、  1256の 4、  1257の 1、

1257の 2の一部、 1257の 3か ら

変    更 日lJ 変 更 後

町 字 地 番 町

矢橋町 奥ノ沢 311の 4から311の 6ま で、312、
312の 2、 314の 1か ら314の 8

まで、 315の 2、  315の 3

大 挟 744の 一吉Б南笠町

】ヒ  晏7 784の 1、 784の 2の一部、 785
の 1、 785の 2、 786の 1か ら78
6の 4ま で 、 786の 6、  786の 7、

786の 10、  786の 11、  789の
3、 789の 4の一部、790の 4の一

吉Б

南田山 579の 13、 579の 17、 579の
18、  579の 31、  579の 32

澤 793の 9、  798の 10、  793の 1

2、  798の 13、  793の 18
惣 水 1212の 4の一部、 1213の 2、 1

214の 10、 1220の 2の一部、 1
220の 3、  1221の 3の一吉日、 12
31の 2の一部、 1231の 3の一部、

1232の 1、 1232の 2の一部、 1
232の 4
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南笠町

1257の 8まで、1258の 2の一部、
1259の 1、 1259の 2の一部、 1
259の 5から1259の 7ま で、 12
60の 2の一部、 1261の 1か ら12
61の 5まで、 1262の 1から126
2の 8まで、 1263の 1から1263
の 5ま で、 1264の 1から1264の
7ま で、 1265の 1から1265の 4
まで、 1266、 1266の 1から12
66の 7ま で、 1267の 1から126
7の 4ま で、 1268、  1269の 1か
ら1269の 4ま で、 1270の 1か ら

1270の 9ま で、 1271の 1から 1

271の 5ま で、 1272の 1か ら12
72の 5ま で、 1273の 1から127
3の 4ま で、 1274の 1、 1274の
2の一部、 1274の 3か ら1274の
7ま で、 1275の 2の一部、 1275
の 3、  1276の 2の一部、 1283の
2の一部、 1284の 2の一部、 128
4の 3、  1285の 1、  1285の 2の
一部 、 1285の 3、  1286の 2の一

部、 1286の 3、 1286の 6、 12
87、 1287の 1から1287の 3ま

で 、 1288、  1289の 1、  1289
の 2、  1290の 1、  1290の 2の一

部、1290の 3か ら1290の 7ま で、
1291の 1、 1291の 2の一部、 1
292の 1か ら1292の 7ま で、 12
98の 1、 1298の 2の一部、 129
の 2の一一苦Б、 1297の 3、  1301の
2の一部

746の 1、  746の 2、  747の 1か
ら747の 3ま で、 748の 1か ら74

南草津プ リムタウン

ニ丁 目

木ノ下 649の 1か ら649の 3ま での各一

部、650の一部

大  日 654の 一音Б

黒  土 731の 1か ら781の 7ま での各一部

大 挟 782の 1、  732の 2、  733の 1か
ら733の 5ま で、 734、 735、 7

36の 1から786の 3ま で、 737の
1か ら737の 6まで、 738、 739
の 1から739の 8ま で、740の 1か

ら740の 6ま で、741の 1、 741
の 2、 742の 1から742の 5ま で、
743の 1、 743の 3か ら743の 8

まで、744の一部、 745の 1か ら7

45の 6まで

中 堂
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野路町 差

8の 3ま で、 749、 750、 751の
1から751の 3ま で、 752、 753
の 1、 753の 2、 754の 1から75
4の 5ま で、 755、  756、 757の
1か ら757の 11ま で、 757の 12
の一部、 757の 13、 760の 1か ら

760の 3ま で、761の 1か ら761
の 4ま で、 762、  763の 1、  763
の 5か ら768の 8ま で、 763の 9の
一部、768の 10の一部、 764の 1

から764の 7ま で、764の 8の一部、
766の 3、  767の 1の―部、 767
の 2か ら767の 4まで、 768の 1か
ら768の 5ま で、770の 1から77
0の 6まで、 771の 1、  771の 4、

774の 1の一部、 774の 4か ら77
4の 6ま で、 774の 7の一部、 774
の 8の一部、 774の 9か ら774の 1

1ま で、 775

1256の 2の一部、 1257の 2の一

部、 1258の 1、 1258の 2の一部、

1258の 3から1258の 6まで、 1

259の 2の一部、 1259の 3、 12
59の 4、 1259の 8、 1260の 1、

1260の 2の一部、 1260の 3か ら

1260の 7まで、1274の 2の一部、
1275の と、 1275の 2の― 部 、 1
275の 4、  1275の 5、  1276の
1、 1276の 2の―部 、 1276の 3、

1277の 1か ら1277の 4ま で、 1

278の 1か ら1278の 4ま で、 12
79、  1280の 1、  1280の 2、  1
281の 1か ら1281の 6まで、 12
82の 1から1282の 5まで、 128
3の 1、  1288の 2の一部 、 1288
の 3、 1284の 1、  1284の 2の一

部 、 1284の 4、  1284の 5、  12
85の 2の一̂苦る、 1286の 2の―吉Б、

】ヒ  長野 776の 1か ら776の 3まで、 777
の 1から777の 3ま で、 778の 2か
ら778の 5ま で、779の 1から77
9の 5まで、 780の 2、  782の 4か
ら782の 6ま で、 788、 783の 1

から783の 14ま で、784の 2の一

部、 784の 3、 789の 4の一部、7

90の 4の一い音Ь

風呂海道 918の 3、 918の 4、  919の 1、

919の 3か ら919の 6ま で、 920
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1286の 4の一部、 1286の 5、  1
302の 1の一部、 1802の 3か ら 1

302の 6ま での各一部、 1303の 1

か ら 1303の 8までの各一部

1204の 1、 1204の 3か ら120
4の 6まで、 1205、 1205の 1、

1205の 3、  1205の 6、  1205
の 7、 1205の 8、 1206の 1か ら

1206の 9まで、 1207、 1207
の 4、  1207の 6、  1207の 12か
ら1207の 16まで、 1208の 3、

南草津プリムタウン

三丁目

野路町

惣 水

南笠町 黒  土 683の 1の一部、 685の 1の一部、

686、 686の 1の一部、 686の 3

の一部、686の 5の一部、687の 1

から687の 3ま での各一部、688の
1の一部 、 688の 2、  688の 3の一

部、 690の 1の一部 、 699の 2の一

部、 700、  701、 702の 1、  70
2の 2、  702の 3の一部 、 703の 2

の一部、704の 3の一部、704の 4、

714の一部、714の 1、 715の一

部、716の一菩Ь、 717、 718の 1

の一部、718の 2、 718の 3

廣 野 1199の 2、  1199の 11、  119
9の 18、 1201の 1、 1201の 4、

1202の 1、  1202の 5、  1202
の 8か ら1202の 18まで、 1203
の 1、 1203`の 3、 1203の 5か ら

1203の 11まで、 1314の 1か ら

1814の 8まで、 1315の 1か ら 1

315の 4ま で、 1316、  1317の
1から1317の 7ま で、 1318の 1

から1318の 3ま で、 1319の 1か
ら1319の 3ま で、 1320の 1か ら

1320の 3まで、 1321の 1か ら 1

321の 3ま で、 1322の 1、 182
2の 2、 1323の 1から1323の 3

まで、 1324、  1325の 1か ら13
25の 5ま で、 1326、 1827の 1

から1327の 3ま で、 1328の 1か
ら1328の 3ま で、 1329の 1から

1329の 4ま で、 1380の 1か ら 1

380の 4ま で、 1381の 1か ら13
81の 3ま で、 1332の 1の一部、 1
332の 4から1332の 6までの各一

部、1332の 7から1882の 9ま で、
1334、  1334の 12、  1334の
9か ら1334の 11まで
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南笠町

1208の 6、  1209の 1、  1209
の 3、 1212の 4の一吉Б、 1220の
2の一菩Ь、1221の 1、 1221の 2、

1221の 3の一菩Ь、 1221の 4、  1
221の 7、  1222の 1、  1222の
2、 1224、 1225の 1から122
5の 3ま で、 1226の 1から1226
の 10まで、 1227の 1か ら1227
の 7ま で、 1228の 1か ら1228の
7ま で、 1229、 1230の 1か ら 1

230の 5ま で、 1231、 1231の
2の一菩Б、 1231の 3の一言Б、 123
1の 6、  1232の 2の一一

部 、 1232
の 3

611、 612の 1か ら612の 4まで、
618の 1か ら618の 4まで、 614
から616まで、617の 1か ら617
の 5ま で、618の 1、 618の 2、 6

19の 1か ら619の 3ま で、620、
621の 1から621の 5ま で、622、

南草津プリムタウン

四丁 目

木ノ下

榊 差 1286の 1、 1286の 2の一部、 1
286の 4の一部、1290の 2の一部、
1291の 2の一部、 1291の 3、 1
293の 2の一部、 1294の 1、 12
94の 2、 1295、 1296の 1か ら

1296の 3ま で、 1297の 1、  12
97の 2の一吉呂、 1297の 4、 129
7の 5、 1298、 1299の 1か ら 1

299の 5ま で、 1800、 1300の
1から1300の 4ま で、1301の 1、

1801の 2の一言る、 1301の 3、  1
302、  1302の 1の一部、 1302
の 2、 1303の 1から1303の 3ま
での各一部、 1804の 1、 1304の
2、 1305の 一部、 1806の 1、 1
306の 2の一部、 1307の 一部、 1
809の 1か ら1809の 3ま で、 13
10の 1から1310の 4ま で、 181
1、 1312、 1313の 1から131
8の 5ま で

平 野 578、  578の 5

領 木 608の 1、 608の 5、 604の 1、

604の 2の一部 、 604の 3の一部 、

604の 4、  605の 1、  605の 2、

606の 1か ら 606の 3ま で、 607
の 1、 607の 2、 608の 1、 608
の 4、  608の 6、  608の 7、  609
の 1か ら 609の 4まで
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黒  土

623、 624の 1か ら624の 4ま で、
625、 626の 1か ら626の 4ま で、
627の 1、 627の 2、  628、 63
7の 1から687の 10まで、 638の
1、 638の 2、 649の 1から649
の 3までの各一部、 649の 4か ら64
9の 6まで、 650の 一部

674の 1、  675の 1、  675の 3、

677の 1、  677の 5、 678の 1、

679の 1か ら679の 5ま で、 680
の 1、 680の 2、 681の 1、  683
の 1の一吉Б、 683の 2、 684の 1、

685の 1の一部、 686の 1の一吉Ь、
686の 2、 686の 3の一部、 686
の 4、 686の 5の一部、 687の 1か
ら687の 3までの各一部、 688の 1

の一部、 688の 3の一部、 689、 6

90の 1の一部、 691、 692、 69
2の 1、 698、 694の 1から694
の 7ま で、695か ら697ま で、69
8の 1から698の 5ま で、699の 1、

699の 2の一―吉Б、 702の 3の一―音Б、

702の 4、 702の 5、 703の 1、

703の 2の一部、704の 1、 704
の 2、 704の 3の一部、705の 1か
ら705の 3ま で、 706の 1から70
6の 7ま で、 707、 708、 709の
1から709の 4まで、 710、 711
の 1か ら711の 5ま で、712の 1か
ら712の 3ま で、713の 1から71
3の 6まで、714の一部、 714の 2

から714の 5まで、715の一部、 7

16の一部、718の 1の一部、719、
720の 1、  720の 2、  721、  72
2、 723の 1から723の 3ま で、 7

24の 1から724の 6ま で、725の

大 日 651の 1、  651の 2、 652の 1か
ら652の 3ま での各一部、654の一

菩日、 658、  658の 1か ら658の 4
まで、659、 660の 1、 660の 2、

661、  662、  663の 1、 663の
2、 664の 1から664の 4まで、6

65から667ま で、 668の 1から6

68の 8まで、669の 1から669の
6まで、670の 1か ら670の 5ま で、
671の 1、  671の 5、  671の 8か
ら671の 10まで、 672、 673の
1
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1か ら725の 3ま で、726、 727、
728の 1から728の 6ま で、 729
の 1から729の 5ま で、730の 1か
ら730の 4ま で、731の 1か ら73
1の 7ま での各一部

備考 上記の土地の表示は、令和 4年 4月 1日 現在の土地登記簿によるものである。

備考 上記の土地の表示は、令和 4年 4月 1日 現在の土地登記簿によるものである。

笠  堂 1217の 1の一部

廣 野 1332の 1の一部、 1332の 4か ら

1332の 6までの各一部

野路町

オ1~中 差 1302の 3か ら1802の 6までの各
一吉Б、 1303の 2の一音呂、 1303の
3の一吉Б、1303の 4、 1803の 5、

1305の 一部、 1306の 2の一部、
1306の 3、  1306の 4、  1307
の一部、 1308の 1か ら 1808の 9

まで

上記のほか、変更前の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部は、変更後の区域
に編入する。

変    更 日IJ 変 更 後

町 字 地 番 町 字

南笠町 領 木 604の 2の一部、604の 3の一部 南笠町 笠 堂

上記のほか、変更前の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部は、変更後の区域
に編入する。
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とイ

大津湖南都市計画事業 南草津プリムタウン土地区画整理事業

位 置
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